
示
さ
れ
た
い
。

四
　
保
険
薬
局
に
お
い
て
保
険
調
剤
に
係
る

一
部
負
担
金
の
支
払
に
対
す
る

「ポ
イ
ン
ト
」
の
提
供
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
保
険
薬
局
に
対
す
る
個
別
指
導
や
共
同
指
導
な
ど
に
お
い
て
不
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
過
剰
な
景
品
類
の
提
供
な

ど
経
済
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
行
為
に
も
繋
が
り
、
健
康
保
険
法
第
七
十
四
条
の
規
定
が
形
骸
化
す
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五
　
保
険
調
剤
に
係
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
対
す
る

「ポ
イ
ン
ト
」
の
提
供
は
、

「ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
」
の
多
寡
に
よ
る

保
険
薬
局
の
選
択
に
繋
が
り
、
保
険
医
療
の
質
の
低
下
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

一ハ
　
保
険
調
剤
は
健
康
保
険
法
等
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
で
あ
り
、　
一
般
的
な
商
取
引
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
保
険
調
剤
に
係

る

一
部
負
担
金
の
支
払
に
対
す
る

「ポ
イ
ン
ト
」
の
提
供
は
、
公
的
医
療
保
険
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
す
こ
と
に
繋
が
る
と

考
え
ら
れ
る
。
政
府
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
な
い
よ
う
対
応
を
取
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


